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第１ 定期報告制度の概要について 

 

１ 定期報告制度の趣旨と経過 

建築基準法第８条の規定により、建築物・建築設備を適法な状態に維持保全を行うことは、

所有者及び管理者の責務となっています。とりわけ、不特定多数の方が利用する建築物等に

ついては、災害が発生すると大惨事になる恐れがあるため、建築基準法第12条の規定により、

一級建築士等の技術者に定期に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう

定められています。これが「定期報告制度」といわれるもので、昭和34年の建築基準法改正

によってスタートし、昭和45年に検査資格者制度を導入するなど、定期報告制度は建築物の

高度化、複雑化に対応した制度の充実が図られてきました。 

一方で、平成13年の新宿における雑居ビル火災、平成18年の東京都港区の共同住宅エレベ

ーターにおける死亡事故、平成19年の吹田市の遊園地コースターにおける死亡事故等など、

既存建築物の安全・安心を根底から揺るがす事故が相次ぎました。 

また、本県においても、平成25年２月に長崎市の認知症高齢者向けグループホームで起き

た火災事故（死者５名）が発生しました。この事故では、建築基準法に不適合な状態であっ

た防火区画部分が被害拡大の要因の一つとして挙げられており、所有者・管理者の建築物・

建築設備の維持保全に対する責任の重大さが改めて示されました。 

こうしたことを受け、国土交通省は、平成26年６月に建築基準法の一部を改正し、安全上、

防火上又は衛生上重要なものとして政令で定める建築物（病院・診療所等の就寝の用途に供

する建築物、百貨店等の不特定多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの。）、政令

で定める建築設備・防火設備及び特定行政庁が地域の実情に応じた指定する建築物・建築設

備は定期報告を要することになりました。 

 

 

２ 長崎県における定期報告の推進と本作成要領 

建築物は、完成後から経年劣化により、老朽化、機能低下等が発生します。既存の建物の

健康管理を行う役割を併せ持つ定期報告制度を活用することで、建築物の安全性が確保され

るだけでなく、修繕等のために必要となるライフサイクルコストを縮減することができ、資

産価値向上に寄与することにもなります。 

本要領は、特定建築物、昇降機以外の建築設備（以下、本要領において「建築設備」とい

う。）及び防火設備に関する定期報告について、建築物の所有者、管理者、定期調査・検査

の資格者の方々に対して、定期報告のスムーズな運用ができるような情報を提供することを

目的としています。 

定期報告が、この要領によってすこしでも分かりやすい形でみなさんに伝わり、行政とみ

なさんとの協力が進み、定期報告の本来の趣旨にそって良質で安全な建築物と都市環境が実

現できる一助になれば幸いです。 
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第２ 定期調査・検査資格者と定期報告対象、報告時期 

 

１ 定期調査・検査資格者 

建築基準法第12条第１項及び第３項の規定により、定期調査・検査を行うことができるの

は次の①～③のいずれかの資格を持った方に限られます。建築物の所有者・管理者の方はこ

れらの定期調査・検査資格者の方に調査・検査を依頼して、定期報告に必要な書類を整えて

ください。 

① 一級建築士 ②二級建築士 

（建築士が報酬を得て、定期調査・検査を実施する場合は、建築士法第23条により建築

士事務所の登録を受けている必要があります。） 

③ 国土交通大臣が定める資格を有する者 

 ・特定建築物調査員（建築物） 

 ・建築設備検査員（建築設備） 

・防火設備検査員（防火設備） 

 

２ 定期報告の対象建築物等 

長崎県内（長崎市域、佐世保市域を除く）では、建築基準法施行令及び長崎県建築基準法

施行細則（以下、「細則」という。）によって、定期報告の対象が定められています。（平

成26年の建築基準法改正により、平成28年６月から報告対象が見直されました。） 

 

(1) 定期報告の対象となる特定建築物（施行令第16条、細則第18条） 

定期報告の対象として下表の特定建築物が指定されています。 

建築物の用途 建築物の面積及び階数  

旅館、ホテル 避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下のい

ずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 2 階にある当該用途の床面積が 300 ㎡以上の場合 

③ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

劇場、映画館、演芸場 (1) 避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下

のいずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 当該用途の床面積（客席部分）が 200 ㎡以上の場合 

③ 主階が 1 階にない場合 

④ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

(2) その用途に供する部分の床面積が 300 ㎡を超えるもの。 

観覧場（屋外観覧場を除く。）、

公会堂、集会場（地区公民館を

除く。） 

※固定席のある体育館は集会

場扱いとなる。 

(1) 避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下

のいずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 当該用途の床面積（客席部分）が 200 ㎡以上の場合 

③ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

(2) その用途に供する部分の床面積が 300 ㎡を超えるもの。 
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共同住宅（サービス付き高齢者

向け住宅に限る。）、寄宿舎（サ

ービス付き高齢者向け住宅、認

知症高齢者グループホーム、障

害者グループホームに限る。） 

避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下のい

ずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 2 階にある当該用途の床面積が 300 ㎡以上の場合 

③ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

体育館、博物館、美術館、図書

館、ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場、スポーツ

の練習場 ※いずれも、学校に

附属するものを除く。 

避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下のい

ずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 当該用途の床面積が 2、000 ㎡以上の場合 

百貨店、マーケット、展示場、

公衆浴場、物品販売業を営む店

舗（床面積が 10 ㎡以内のもの

を除く。） 

避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下のい

ずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 2 階にある当該用途の床面積が 500 ㎡以上の場合 

③ 当該用途の床面積が 3、000 ㎡以上の場合 

④ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

病院、診療所（介護老人保健施

設を含む） ※患者の収容施設

があるものに限る。 

避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下のい

ずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 2 階にある当該用途の床面積が 300 ㎡以上の場合（2 階の部

分に患者の収容施設がある場合に限る。） 

③ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

就寝用途の児童福祉施設等（助

産施設、乳児院、障害児入所施

設、助産所、盲導犬訓練施設、

救護施設、更生施設、老人短期

入所施設（小規模多機能型居宅

介護の事業所、看護小規模多機

能型居宅介護の事業所を含

む。）その他これに類するもの

（宿泊サービスを提供する老

人ディサービスセンター等）、

養護老人ホーム、特別養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム、母子保健施設、障

害者支援施設、福祉ホーム、障

害福祉サービス（自立訓練又は

就労移行支援を行う事業に限

る。）を行う事業所（利用者の

就寝の用に供するものに限

る。）） 

(1) 避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下

のいずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 2 階にある当該用途の床面積が 300 ㎡以上の場合 

③ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

(2) 老人短期入所施設及び各種老人ホームにあっては、その用

途に供する部分の床面積が 1、000 ㎡を超えるもの。 
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キャバレー、カフェー、ナイト

クラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、待合、料理店、飲食店 

避難階以外の階を左記に揚げる用途に供するもので以下のい

ずれかに該当するもの。 

① 当該用途（100 ㎡超の部分）が 3 階以上の階にある場合 

② 2 階にある当該用途の床面積が 500 ㎡以上の場合 

③ 当該用途の床面積が 3、000 ㎡以上の場合 

④ 当該用途（100 ㎡超の部分）が地階にある場合 

※避難階：直接地上に避難できる階をいう。 

 

 (2) 定期報告の対象となる建築設備（細則第19条） 

定期報告の対象となる建築設備として、(1)の特定建築物に付随する以下の設備が指定され

ています。 

○換気設備 

 法第28条第2項ただし書き及び同条第3項の規定により設けられた換気設備。自然換気設備を

除く。 

○排煙設備 

法第35条の規定により設けられた排煙設備。排煙機を有するものに限る。 

○非常用の照明装置 

法第35条の規定により設けられた非常用の照明装置。 

 

※給水設備、排水設備は報告対象外です。 

 

建築設備の定期報告が求められる建築物 先の建築物に付随する下記の建築設備 

(1)の特定建築物 換気設備、排煙設備並びに非常用の照明

装置 

 

(3) 定期報告の対象となる防火設備（細則第19条） 

定期報告の対象となる防火設備として、(1)の特定建築物に設置されたもの又は下表に示す

建築物に設置されたものが指定されています。 

防火設備の定期報告が求められる建築物 報告対象となる防火設備 

(1)の特定建築物 火災時に感知器等と連動して

自動で閉鎖する随時閉鎖式の

防火設備（防火戸・防火シャッ

ターなど） 

※外壁開口部の防火設備・常時

閉鎖式の防火設備・防火ダンパ

ーは含まない。 

以下に掲げる用途で、床面積が 200㎡以上の建築物に設

けられる防火設備 

○病院、診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） 

○共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。） 

○寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者

グループホーム、障害者グループホームに限る。） 

○就寝用途の児童福祉施設等 

 

○平成28年６月に改正された定期報告制度に関する情報は、一般財団法人 日本建築防災協会の

ホームページ（防火・避難ポータルサイト）や国土交通省のホームページに掲載されています。 

 (一社)日本建築防災協会URL：http://www.kenchiku-bosai.or.jp/disaster 
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３ 定期報告の時期（細則第18・19条） 

定期報告の対象毎に、次のように報告時期が定められています。 

 

【特定建築物】 

建築物の用途 報告の時期 

旅館、ホテル 令和 7 年度、以降 3

年ごと 

劇場、映画館、演芸場 

令和 5 年度、以降 3

年ごと 

観覧場（屋外観覧場を除く。）、公会堂、集会場（地区公民館を除く。）

※固定席のある体育館は集会場扱いとなる。 

共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。）、寄宿舎（サービス

付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループ

ホームに限る。） 

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート

場、水泳場、スポーツの練習場 ※いずれも、学校に附属するものを除

く。 

百貨店、マーケット、展示場、公衆浴場、物品販売業を営む店舗（床

面積が 10 ㎡以内のものを除く。） 

病院、診療所（介護老人保健施設を含む） 

※患者の収容施設があるものに限る。 

令和 6 年度、以降 3

年ごと 

就寝用途の児童福祉施設等（助産施設、乳児院、障害児入所施設、助

産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設（小

規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業

所を含む。）その他これに類するもの（宿泊サービスを提供する老人デ

ィサービスセンター等）、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉

ホーム、障害福祉サービス（自立訓練又は就労移行支援を行う事業に

限る。）を行う事業所（利用者の就寝の用に供するものに限る。）） 

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、

待合、料理店、飲食店 

 

 

【建築設備・防火設備】 

  毎年 

 



 7 

第３ 定期調査・検査及び報告のフロー 

長崎県では、特定建築物、建築設備及び防火設備に係る、定期の調査・検査及び報告の標準

フローとして下図の流れを想定しています。これを元に、必要な調査や事務の計画をご準備下

さい。 

 

 

 

特定建築物等の 

所有者又は管理者 

 

建築士、調査・検査者 

 

特定行政庁 

（長崎県各振興局） 

 

 

定期報告書等の受理 

副本の返却 

 定期報告書(副)等の受理 

定期調査・検査報告(案)

の作成 

 

定期調査・検査報告(案)

に基づく維持管理、改善

方法等の検討 

 

定期報告書等の提出 

※調査者が代理で提出することも可 

定期調査・検査の 

お知らせ 

 定期調査・検査の実施 

※前回の定期報告等の活用 

 

定期調査等の依頼 

 

建築物等の適切な 

維持管理 
※次回の定期報告まで関係

書類を保存 

改善報告 

 

特定建築物、建築設備及び防火設備に係る 

定期調査・検査の流れについて 

 

定期報告台帳に登載 

 

調査・検査結果に 

応じた対応 

【要是正項目あり】 

○要是正項目について、速やかに改善

計画及び改修工事の実施 
※既存不適格項目は、現基準に適合させる改善

工事の実施に努める。 

 

改善がされない建築物について 

立ち入り実施 
※防災週間・違反建築 

防止週間等を活用 

【要是正項目あり】 

【要是正項目なし】 
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第４ 定期調査・検査の実施と基準等について 

 

(1) 定期調査・検査の基準 

平成20年４月の建築基準法施行規則の一部改正により、定期調査・検査の項目、方法、基

準が下記のとおり告示され、建築基準法上の位置づけが明確になりました。 

ア 特定建築物 

平成20年国土交通省告示第282号別表の(い)欄の調査項目を(ろ)欄の調査方法により調

査し、(は)欄の判定基準により判定してください。 

イ 建築設備（換気設備、排煙設備並びに非常用の照明装置） 

平成20年国土交通省告示第285号別表第１から第３の(い)欄の検査項目を(ろ)欄の検査

事項ごとに(は)欄の検査方法により検査し、(に)欄の判定基準により判定してください。 

ウ 防火設備（防火扉、防火シャッター、耐火スクリーン、ドレンチャー等） 

平成28年国土交通省告示第723号別表第１から第４の(い)欄の検査項目を(ろ)欄の検査

事項ごとに(は)欄の検査方法により検査し、(に)欄の判定基準により判定してください。 

 

※ 上記告示による特定建築物、建築設備及び防火設備の調査・検査方法及び判定基準につ

いては、長崎県建築課ホームページの「審査指導班のページ」―「◆定期報告制度の見

直しについて（平成28年6月1日施行）」に掲載しています。 

 

(2) 定期調査・検査の実施 

調査・検査を行う資格者の皆さんは、調査・検査が既存の建築物の安全と安心を守るだけ

でなく、資産としての「質」と「価値」を維持することも重要であることを念頭に、所有者、

管理者の方が納得のできる調査・検査業務を心がけてください。 

その際、建築基準法に規定する上記告示のみでなく、関連する講習内容及び、関係機関が

発行している下記の業務基準書並びに基準書のＱ＆Ａを参考にしてください。なお、基準書

については最新版を参考とするよう心がけてください。 

 

＜特定建築物の調査に関して＞ 

『特定建築物定期調査業務基準』 編集・発行：一般財団法人 日本建築防災協会 

＜建築設備の検査に関して＞ 

『建築設備定期検査業務基準書』 編集・発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

＜防火設備の検査に関して＞ 

『防火設備定期検査業務基準』 編集・発行：一般財団法人 日本建築防災協会 

 

(3) 定期調査等に関する注意事項 

調査・検査を行った資格者が、当該建築物、建築設備及び防火設備に『要是正』の箇所を

発見した場合、所有者・管理者に要是正の内容を的確に伝え、専門的なアドバイスをした上、

改善の対策についてご検討ください。その検討の結果を、定期報告書等に記載してください。 
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第５ 定期報告書等の作成、提出について 

 

１ 長崎県に提出する定期報告の様式 

長崎県に提出する定期報告の書類は下記のとおりとなっています。 

(1) 特定建築物の定期報告に必要な書類の様式 

①定期調査報告書 

②定期調査概要書 

③調査結果表 

④調査結果図 

⑤関係写真 

⑥添付図書（下表の図書を添付してください。） 

図書の種類 明示する事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配 置 図 

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並び 

に敷地に接する道路の位置及び幅員（敷地内における報告対象建築物の 

位置、敷地内付属建築物、敷地内通路、空地、土地の利用状況、その他

屋外施設を記入する。） 

各階平面図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火戸の位置、 

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造、防火区画及び隔壁の 

位置並びに非常口、非常用進入口及び避難施設の位置（延焼ライン、防 

火戸、室名、避難階段、特別避難階段、非常用エレベーターを明示、廊 

下等の有効幅員記入、防火等区画線は着色により記入する。） 

 

 (2) 建築設備の定期報告に必要な書類の様式 

①定期検査報告書 

②定期検査概要書 

③検査結果表 

④換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表 

⑤関係写真 

⑥添付図書（下記の図書を添付してください。） 

図書の種類 明示する事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

建築物等の

配 置 図 

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並び 

に敷地に接する道路の位置及び幅員 

排煙設備等 

の機械器具 

の位置図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、機械器具の種別及び位置

並びに配電盤、配線図及び系統図等 
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(3) 防火設備の定期報告に必要な書類の様式 

①定期検査報告書 

②定期検査概要書 

③検査結果表（当該建築物に設置されている全ての種類のもの） 

④関係写真 

⑤添付図書（下記の図書を添付してください。） 

図書の種類 明示する事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

建築物等の

配 置 図 

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並び 

に敷地に接する道路の位置及び幅員 

防火設備の 

位置図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、防火設備の種別及び位置、

感知器等連動機構の種別及び位置並びに配電盤、配線図及び系統図等 

 

２ 提出先、提出部数 

(1) 提出先 

所轄の県地方機関に提出してください。（次項の定期報告の提出先を参照） 

(2) 提出部数 

正副２部を提出してください。（定期検査報告概要書のみ１部） 

(3) 提出者 

報告書の提出は、調査・検査を依頼した調査・検査資格者が代理して行うことも可能です。 

 

 

第６ 報告書の受理・返却について 

長崎県は、提出された報告書を受理し、副本を返却します。 

 

 

第７ 「要是正」の改善対策について 

提出・受理された報告書において、『要是正』項目がある場合、所有者・管理者の方は、

報告書に記載の「改善の具体的内容等」にそって改善対策を講じてください。対策が終了後、

下記書類によりその結果を所轄の県地方機関に報告してください。 

① 施工状況報告書等（様式は県地方機関より指定します。） 

② 添付図書 

要是正の指摘を改善した内容がわかる図書及び写真 等 

 

 

第８ 罰則の規定について 

定期報告は建築基準法第12条に基づいて実施されますので、報告がない場合など罰則規定

があります。 

○ 報告がない場合、虚偽の報告をした場合 

定期報告がない又は虚偽の報告をした場合は、法第101条第２号の規定により処罰の対

象となります。（100万円以下の罰金） 
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○ 調査等に関し不誠実な行為をした場合 

調査等に関し不誠実な行為をしたことが明らかになった場合は、第２の１の③の資格

者は、法第12条の２第３項（法第12条の３第４項による準用を含む。）の規定により、

その資格者証の返納を命じられる場合があります。 

また、一級建築士又は二級建築士が同様の行為を行った場合についても、建築士法第

10条の規定による懲戒処分を受ける場合があります。 

 

 

第９ 初回の報告免除について 

 

建築基準法上の検査済証の交付を受けた部分（増改築の場合は増改築部分）は、次回（新築の

場合は初回）の報告が免除となります。  

 

(例１) 平成 26年に新築され検査済証の交付を受けたホテルの調査報告を行う場合 

 

平成 26 年

（新築年） 
平成 27 年 

平成 28 年 

（免除） 
平成 29 年 平成 30 年 

平成 31 年 

（報告年） 

 

ホテルの定期報告年度は平成28年ですが、平成26年に新築され検査済証の交付を受けた場合、

初回の報告年度の平成 28 年度は免除となり、平成 31 年が初回の報告年度となります。以後 3

年ごとに報告が必要となります。 

建築設備については毎年の報告ですが、同様に検査済証の交付を受けた直後の平成 27 年は免

除となります。翌年の平成 28 年からは毎年報告が必要です。 

 

 

(例２)  平成 24 年の報告以降に増改築等の建築行為を行い検査済証の交付を受けた建築物の調査

報告を行う場合 

   

平成 24 年

（報告年） 
平成 25 年 平成 26 年 

平成 27 年 

（報告年） 
平成 28 年 平成 29 年 

平成 30 年 

（報告年） 

 

     平成 24 年の報告以降この期間に建築行為 

  

平成 24 年の報告以降に増改築等の建築行為を行い検査済証の交付を受けた増改築部分は、平

成 27 年の報告は免除となり、平成 30 年からの報告になります。以後 3 年ごとに報告が必要とな

ります。ただし、増改築部分以外は報告対象となりますので注意して下さい。 

建築設備については毎年の報告ですが、同様に検査済証の交付を受けた部分は、直後の１回の

み報告が免除となります。翌年からは毎年報告が必要です。 
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○問い合わせ先及び定期報告書等の提出先   

 

建築物の所在地 提出先及び問い合わせ先（住所／TEL） 

西彼杵郡 
長崎振興局 建築課 

（〒852-8134 長崎市大橋町 11-1／095-844-2181） 

諫早市、大村市 
県央振興局 建築課 

（〒854-0071 諫早市永昌東町 25-8／0957-22-0010） 

平戸市、松浦市、西海市、 

東彼杵郡、北松浦郡 

県北振興局 建築課 

（〒857-8502 佐世保市木場田町 3-25／0956-23-1816） 

島原市、雲仙市、南島原市 
島原振興局 建築課 

（〒855-8501 島原市城内 1-1205／0957-63-0111） 

五島市 
五島振興局 建築班 

（〒853-8502 五島市福江町 7-1／0959-72-2121） 

新上五島町 
五島振興局上五島支所 建築班 

（〒857-4211南松浦郡新上五島町有川郷 578-2／0959-42-1141） 

壱岐市 
壱岐振興局 建築班 

（〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触 570／0920-47-1111） 

対馬市 
対馬振興局 建築班 

（〒817-8520 対馬市厳原町宮谷 224／0920-52-0398） 
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補足１ 

 

記載上の留意 

 

共通事項 

（１） 要是正項目については朱書き等で図面等に分かるように表現してください。 

（２） 報告書、概要書、調査結果表等間での不整合がないよう留意してください。 

（３） チェックボックスは「レ」マークの他、■等を用いても結構です。 

（４） 報告書等の記入方法が複雑ですので特に留意してください。 

指摘の内容 チェックボックス記入方法 

要是正 ■要是正の指摘あり（□既存不適格） 

既存不適格 ■要是正の指摘あり（■既存不適格） 

指摘なし ■指摘なし 

（５） 関係写真はデジカメデータを貼り付け、カラー印刷しても結構です。 

（６） 各様式に検査者全員の氏名を記入することとなりましたが、これは有資格者のみが記載の対

象となります。 

（７） 調査結果表に担当調査者番号の項目がありますが、調査者が１名の場合は記入不要です。 

 

特定建築物 

（１）各票の注意書きに留意のうえご記入下さい。 

（２）その他については『特定建築物等定期調査業務基準』及び「Ｑ＆Ａ」 

発行：一般財団法人 日本建築防災協会（URL：http://www.kenchiku-bosai.or.jp） 

を参考にご記入下さい。 

 

建築設備 

（１）各票の注意書きに留意のうえご記入下さい。 

（２）『建築設備定期検査業務基準書』及び「Ｑ＆Ａ」 

発行：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター（URL：http://www.beec.or.jp） 

を参考にご記入下さい。 

 

防火設備 

（１）各票の注意書きに留意のうえご記入下さい。 

（２）『防火設備定期検査業務基準』及び「Ｑ＆Ａ」 

発行：一般財団法人 日本建築防災協会（URL：http://www.kenchiku-bosai.or.jp） 

を参考にご記入下さい。 
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補足２ 

 

 

特定建築物の定期調査におけるタイル等の外壁調査について 

 

平成１１年の北九州での死亡事故をはじめ、外壁タイル等の落下事故が近年相次いで発生

しています。今回の改正により外壁タイル等の落下防止を目的として調査方法の強化が行わ

れました。今後は足場を設置して打診調査を一定期間ごとに行うなどの必要があります。 

本県における定期報告での外壁調査の取扱いは以下のとおりとします。改正の主旨をご理

解のうえ、外壁の適切な維持管理をお願いします。 

 

国土交通省告示第282号（平成20年4月1日施行）別表2建築物の外部（11）外装仕上げ材等のうち

タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く）、モルタル等の劣化及び損傷の状況」については、

本県においては下記のとおり取扱います。 

 

１ 調査基準（告示282 号別表2（11）（ろ）調査方法より） 

開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確

認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合

にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハン マー

による打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害

を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、か

つ3年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーに

よる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある

部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。（3年以内に外壁改修等が行われ

ることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除

く） 

 

２ 語句解説 

１）「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」とは 

当該壁面の前面かつ当該壁の高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定又は多数の人が通

行する私道、構内通路、広場を有する壁面（ただし、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等

の強固な落下物防御施設（屋根、ひさし等）が設置され、又は植込み等により影響角（タイル等

のはく落の危険のある外壁の各部分について、縦2、横1の割合のこう配で引き下した斜線と外壁

面とのなす角）が完全に遮され、被災の危険がないと判断される部分を除く。） 

２）「別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合」とは 

壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設（屋根、ひさし等）が設置

され、又は植込み等により影響角（タイル等のはく落の危険のある外壁の各部分について、縦2、

横1の割合のこう配で引き下した斜線と害壁面とのなす角）が完全に遮られ、被災の危険がない

と判断される部分 
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３ 調査方法 

調査者の手の届く範囲のテストハンマーによる打診等により異常が認められた場合及び施工、

竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合は、歩行者等に危害を加えるおそ

れのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等（以下「全面打診等」という。）により確

認すること。 

 

４ 調査が対象外となる場合 

１）外壁に劣化、損傷のおそれのある材料が使用されていない場合 

２）当該調査の実施後3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実で 

ある場合 

法第８条第２項の規定による維持保全計画書等において外壁改修又は全面打診等の時期が明

確にされており、かつ、これまででも当該維持保全計画書等に従って外壁改修又は全面打診等が

行われている場合。ただし、調査者の手の届く範囲の打診等は行うこと。 

３）別途歩行者等の安全を確保するための対策が講じられている場合 

 

 

※ 上記２）及び４）「調査者の手の届く範囲の打診等」における調査結果報告について 

ア 異常が認められた場合 

「要是正」とし、速やかに全面打診等を実施して必要な是正を行うこと。 

イ 「指摘なし」の場合 

調査結果表の特記事項欄に全面打診等が行われる予定時期を記載し、当該予定期間を経過した

後に法第12条第5項の規定による報告を行うこと。 
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補足３ 

 

建築設備定期検査報告書の添付図面の作成について 

 

１ 添付図面作成上の注意 

・竣工図、防災計画書など既存の図書を利用することもできます。 

・換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置以外の設備については図面の添付は不要です。 

・検査結果に「要是正」の指摘がある場合は、指摘の場所を朱書き記載してください。 

 

２ 記入上の注意 

必要に応じて下記の図面を添付･記載してください。 

＜換気設備図＞ 

・換気用、空調用ダクトは、ダクト図に経路がわかるように記入してください。ダクトが複雑

に交差する場合は、色分けをするなど分かりやすくしてください。 

・図面が不鮮明で区画等が確認できない場合は、着色線引き等をするなど分かりやすくしてく

ださい。防火区画（赤）、主要間仕切り（オレンジ）、延焼のおそれのある部分を示すライ

ン（青）など。 

・防火ダンパー（ＦＤ・ＳＤ・ＳＦＤ）の位置を記入してください。位置の判読がしにくい場

合は、色表示をするなど分かりやすくしてください。凡例も記入してください。 

・中央管理方式の空調設備がある場合はその系統図を添付してください。 

・火気使用室のダクト詳細図を添付してください。 

＜排煙設備図＞ 

・排煙ダクト、排煙口及び防火ダンパー（ＨＦＤ）の位置を記入して下さい。判読がしにくい

場合は、色表示をするなど分かりやすくしてください。 

・排煙ファン、非常用発電機及び直結エンジンは、位置を表示してください。 

・図面が不鮮明で区画等が確認できない場合は、着色線引き等をするなど分かりやすくしてく

ださい。防煙区画（緑）、防火区画（赤）、主要間仕切り（オレンジ）、延焼のおそれのあ

る部分を示すライン（青）など。 

・非常用発電機がある場合、切替回路を含めた単線結線図を添付してください。 

＜非常用の照明装置の位置図＞ 

・照明器の凡例（白熱灯・蛍光灯、ワット数、内蔵型・別置型）を記入してください。 

・非常用の明装置の電源が別置型の場合、蓄電池や非常用発電機の位置について色表示をする

など分かりやすくしてください。 

・誘導灯及誘導標識は、消防法に基づく設備ですので、記入する必要はありません。ただし、

誘導灯と非常用の照明装置の兼用型は、非常用の照明装置として明示してください。 

・非常用発電機がある場合、切替回路を含めた単線結線図を添付してください。 
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補足４ 

 

検査実施区分書の作成について 

 

１ 概要 

建築設備等の定期報告については、同法施行規則第６条に規定されていますが、その中で検査項

目について次の内容が記載されております。 

 

第６条第１項抜粋 

報告の時期は、（中略） おおむね６月から１年まで（ただし、国土交通大臣が定める検査の項

目については１年から３年まで）の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする 

 

本県では、この「１年から３年まで」の間隔については「３年」として運用します。 

 

 

２ 国土交通大臣が定める項目とは 

国土交通大臣が定める検査項目は、法28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居

室（中央管理方式の空気調和設備を含み、火気使用を除く）に掲げる換気量（別表１）、排煙設備

に掲げる排煙口の排煙風量（別表３）です。詳しくは、平成20年国土交通省告示第285 号の別表

第１（い）欄に掲げる項目のうち１項(９)から(11)まで及び(17)から(23)まで、別表第２（い）欄に

掲げる項目のうち１項(18)、(19)、(37)及び(38)となります。 

 

※注意：その他の検査項目については、毎年全数の検査が必要です。 

 

 

３ １年から３年の間隔で行う検査とは 

１年から３年以内に１回全数の検査を実施することをいいます。本県においては、前述のとおり

３年の間隔としています。上記の検査項目については、対象となる建築設備を３分の１ずつ抽出し、

検査し報告することが望ましいと思われますが、調査者と相談のうえ、調査方法をご検討ください。 

 

 

４ 検査実施区分書とは 

検査実施区分書とは、「１年から３年までの間隔の適用を受ける検査項目」について、上記３の

例のように３分の１ずつ検査を実施し、３年間で全数検査を行う場合において、検査報告対象とな

る場所がどこであるのかを明確にするための図書となります。 

 

 

５ 検査実施区分書の作成について 

検査実施区分書の作成については、表又は図面にしてください。ただし、１年目から３年目まで

の対象となる建築設備が分かるようなものであれば、様式は問いません。維持保全計画書等の代用

できる図書がある場合は、その図書を添付してください。 

なお、本図書は３年間添付が必要となります。大切に保管し、２年目以降に定期検査報告をされ

る際も添付してください。 
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６ 留意事項 

検査基準等について詳しくは、建築基準法告示及び建築設備定期検査業務基準書（一般財団法人

日本建築設備・昇降機センター発行）を参考のうえ、作成ください。



■ 避難階以外の階を用途に供するもの

　（避難階：直接地上に避難できる階） 3F

2F 2F

地上 出口 地上 出口

1F 1F 1F

地上 出口 出口 地上 出口 地上

イ．当該用途（100㎡超の部分）が3階以上の階にある場合

4F 4F

店舗　80㎡ 店舗　200㎡

3F 3F 3F

店舗　200㎡ 店舗　80㎡ 店舗以外

2F 2F 2F

店舗 店舗 店舗以外

1F 1F 1F

店舗 地上 店舗 地上 店舗 地上

3F 3F

自宅 自宅

2F 2F

店舗 店舗

1F 1F

店舗 地上 店舗 地上

ロ．2階にある当該用途の床面積が300㎡(500㎡※)以上の場合

2F 2F

寄宿舎 400㎡ 自宅

1F 1F

寄宿舎 400㎡ 地上 寄宿舎 地上

200㎡

2階の寄宿舎の用途が
300㎡以上なので報告対象

2階の寄宿舎の用途が
300㎡未満なので報告対象外

：判断に要する対象部分

寄宿舎

店舗 ※当該用途の倉庫や休憩室など、
　その用途に付属する部分も当該
　用途部分として扱います。50㎡

3階は店舗以外の用途なので
報告対象外

3階の店舗の用途は100㎡
以下なので報告対象外

定期報告が必要な建築物の判断について

避難階のみなので
報告対象外

避難階のみなので
報告対象外

避難階以外の部分があるので、階の面
積や用途に供する部分の床面積で対象
かどうか判断する。以下イ～ヘ。

3階の店舗の用途が
100㎡超なので報告対象

3階以上の店舗の用途が
100㎡超なので報告対象

3階以上の店舗の用途が
100㎡超なので報告対象

19



ハ．当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合

2F 2F

集会場 集会場

1F 1F

集会場 地上 集会場 地上

B1F B1F

集会場 200㎡

二．当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合 ヘ．主階が１階にない場合

2F　店舗 2F　店舗 2F　劇場

2000㎡ 1000㎡ 2000㎡

1F　店舗 1F　店舗

2000㎡ 地上 1000㎡ 地上 地上

ホ．当該用途の床面積（客室部分）が200㎡以上の場合

1F　集会場(客席)　300㎡ 1F　集会場(客席)　100㎡

地上 地上

■ その用途に供する部分の床面積が300㎡を超えるもの

1F　集会場 1F　集会場　

500㎡ 地上 200㎡ 地上

■ 老人短期入所施設及び各種老人ホームにあっては、その用途に供する部分の床面積が1,000㎡を超えるもの

1500㎡ 地上 900㎡ 地上

1F　劇場
(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)

200㎡

集会場の用途（客席部分）200㎡
を超えるので報告対象

集会場の用途（客席部分）200㎡
以下なので報告対象外

※(1)②の客席面積が200㎡未満で
も、(2)の床面積が300㎡超の場合は
対象

劇場の主階が１階にないので報
告対象

1F　駐車場

1800㎡

※劇場、映画館、演芸場、観覧場
　（屋外観覧場を除く。）、公会堂、集
　会場（地区公民館を除く。）のみ。
※固定席のある体育館は集会場扱
　いとなります。

集会場の用途が300㎡
を超えるので報告対象

集会場の用途が300㎡
以下なので報告対象外

1F　老人ホーム 1F　老人ホーム
※老人短期入所施設及び各種老人
　ホーム）のみ。

老人ホームの用途が1000㎡
を超えるので報告対象

老人ホームの用途が1000㎡
以下なので報告対象外

集会場

50㎡

地階のホテルの用途が
100㎡超なので報告対象

地階のホテルの用途が
100㎡以下なので報告対象外

店舗の用途の床面積が
4000㎡なので報告対象

店舗の用途の床面積が
2000㎡なので報告対象外

20
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○定期報告関係法令  

 

建築基準法第12条（報告、検査等） 

第６条第１項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定

めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物（以下この項及び第3項において「国等

の建築物」という。）を除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号に掲げる建築物

その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定するもの（国等

の建築物を除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同

じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、

定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者（次項及び

次条第3項において「建築物調査員」という。）にその状況の調査（これらの建築物の敷地及び構造

についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その

他の政令で定める防火設備（以下「建築設備等」という。）についての第3項の検査を除く。）をさ

せて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

２ 略 

３ 特定建築設備等（昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において

同じ。）で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの（国等の建築物に設けるもの

を除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物に設け

るものを除く。）の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、

一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者（次項及び第12条の３第

２項において「建築設備等検査員」という。）に検査（これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の

劣化の状況の点検を含む。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 

 

建築基準法施行令第16条（定期報告を要する建築物等） 

法第12条第１項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次

に掲げるもの（避難階以外の階を法別表第１(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないこと

その他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国

土交通大臣が定めるものを除く。）とする。 

一 地階又は３階以上の階を法別表第１(い)欄(1)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に

供する部分（客席の部分に限る。）の床面積の合計が100平方メートル以上の建築物 

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が１階にないもの 

三 地階又は３階以上の階を法別表第１(い)欄(2)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に

供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 

四 ３階以上の階を法別表第１(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部

分の床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 

五 地階又は３階以上の階を法別表第１(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に

供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 

２ 法第12条第１項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。 

３ 法第12条第３項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。 

一 第129条の３第１項各号に掲げる昇降機（使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由

により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣

が定めるものを除く。） 

二 防火設備のうち、法第６条第１項第一号に掲げる建築物で第１項各号に掲げるものに設けるも
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の（常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障

が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。） 

 

平成28年国土交通省告示第240号 

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第16条第１項の規定に基づき、定期報告を要しない通常

の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物を第１に、同条第３項第一号の規

定に基づき、定期報告を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない昇降

機を第２に、及び同項第二号の規定に基づき、定期報告を要しない通常の火災時において避難上著し

い支障が生ずるおそれの少ない防火設備を第３に定める。 

◆定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を

定める件 

第１ 建築基準法施行令（以下「令」という。）第16条第１項に規定する通常の火災時において避

難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物は、次に掲げるもの（避難階以外の階を建築基準法（昭

和25年法律第201号。以下「法」という。）別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しな

いものを除く。）以外のものとする。 

一 地階又は３階以上の階を法別表第一(い)欄(1)項に掲げる用途（屋外観覧場を除く。）に供する

建築物（地階及び３階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平

方メートル以下のもの（以下「 特定規模建築物 」という。）を除く。）及び当該用途に供する

部分（客席の部分に限る。）の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が１階にないもの 

三 地階又は３階以上の階を病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。第三第二号におい

て同じ。）、ホテル又は旅館の用途に供する建築物（特定規模建築物を除く。）及び当該用途に

供する２階の部分（病院又は診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。）

の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物 

四 地階又は３階以上の階を次項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建

築物（特定規模建築物を除く。）及び当該用途に供する２階の部分の床面積の合計が300平方メ

ートル以上の建築物 

五 ３階以上の階を法別表第一(い)欄(3)項に掲げる用途（学校又は学校に附属する体育館その他こ

れに類する用途を除く。）に供する建築物（特定規模建築物を除く。）及び当該用途に供する部

分の床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物 

六 地階又は３階以上の階を法別表第一(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物（特定規模建築物

を除く。）、当該用途に供する部分の床面積の合計が3000平方メートル以上の建築物及び当該

用途に供する２階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物 

２ 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途は、次に掲げるものとする。 

一 共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法（昭和38年法律第133号）

第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第17項に規定する共

同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。） 

二 助産施設、乳児院及び障害児入所施設 

三 助産所 

四 盲導犬訓練施設 

五 救護施設及び更生施設 

六 老人短期入所施設その他これに類するもの 
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七 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに有料老人ホーム 

八 母子保健施設 

九 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業（自立訓練又は就労移行支援を行う事

業に限る。）の用に供する施設（ 利用者の就寝の用に供するものに限る。） 

第２ 略 

第３ 令第16条第３項第二号に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの

少ない防火設備は、次に掲げる建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダンパーを除

く。）以外のものとする。 

一 第１第１項各号に掲げる建築物（避難階以外の階を法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲

げる用途に供しないものを除く。） 

二 病院、診療所又は第１第２項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部

分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物 

 

長崎県建築基準法施行細則第18条（定期報告を要する特定建築物の指定等） 

法第12条第１項の規定により知事が指定する特定建築物（同項に規定する特定建築物をいう。以下

同じ。）は、次に掲げる建築物とする。 

(１) 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場（地区公民館を除く。）又は観覧場の用途に供する

建築物で当該用途に供する部分の床面積が300平方メートルを超えるもの 

(２) 老人福祉施設（入所施設があるものに限る。）の用途に供する建築物で当該用途に供する部

分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 

２ 省令第５条第１項の規定により知事が定める政令第16条第１項各号及び前項各号の建築物に係

る報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。 

建築物の用途 報告の時期 

旅館及びホテル 平成28年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

劇場、映画館及び演芸場 平成29年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

観覧場（屋外観覧場を除く。）、公会堂及び集会場（地

区公民館を除く。） 

平成29年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る。）及

び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢

者グループホーム及び障害者グループホームに限る。） 

平成29年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

体育館（学校に附属するものを除く。）、博物館、美

術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、

水泳場及びスポーツの練習場 

平成29年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

百貨店、マーケット、展示場、公衆浴場及び物品販売

業を営む店舗（床面積が10平方メートル以内のものを

除く。） 

平成29年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

病院及び診療所（患者の収容施設があるものに限る。） 平成30年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 
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就寝用途の児童福祉施設等（助産施設、乳児院、障害

児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更

生施設、老人短期入所施設（小規模多機能型居宅介護

の事業所及び看護小規模多機能型居宅介護の事業所を

含む。）その他これに類するもの、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー

ム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び

障害福祉サービス（自立訓練又は就労移行支援を行う

事業に限る。）を行う事業所（利用者の就寝の用に供

するものに限る。)) 

平成30年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンス

ホール、遊技場、待合、料理店及び飲食店 

平成30年７月１日から同年12月25日まで

とし、以降３年ごととする。 

３ 法第12条第１項の調査は、前項に規定する報告の日前３箇月以内にしなければならない。 

４ 省令第５条第４項に規定する書類は、付近見取図、配置図、各階平面図その他知事が必要と認め

る書類とする。 

５ 省令第６条の３第５項第２号の規定により同条第２項第７号の書類について知事が定める期間

は、３年とする。 

 

長崎県建築基準法施行細則第19条（定期報告を要する特定建築設備等の指定等） 

法第12条第３項（法第88条第３項において準用する場合を含む。）の規定により知事が指定する特

定建築設備等及び工作物は、次に掲げるものとする。 

(１) 政令第16条第１項各号及び前条第１項各号に掲げる建築物に法第28条第２項ただし書及び

同条第３項の規定により設けられた換気設備（自然換気設備を除く。）並びに法第35条の規

定により設けられた排煙設備（排煙機を有するものに限る。）及び非常用の照明装置 

(２) 前条第１項各号に掲げる建築物に設けられた政令第16条第３項第２号の規定による防火設

備（随時閉鎖又は作動をできるもの（外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備及び防火

ダンパーを除く。）に限る。） 

２ 法第12条第３項の規定による検査は、報告の日前３箇月以内にしたものでなければならない。 

３ 省令第６条第１項の規定による知事が定める報告の時期は、政令第16条第３項第一号に該当す

る昇降機及び政令第138条の３に該当する準用工作物にあっては毎年とし、かつ、前回報告した

日から１年を超えない日まで、政令第16条第３項第２号に該当する防火設備及び第１項各号に

該当するものにあっては毎年７月１日から12月25日までとする。 

４ 省令第６条第１項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、検査の間隔を３年以

内とする。 

５ 省令第６条第４項に規定する書類は、付近見取図、配置図その他知事が必要と認める書類とする。 

６ 省令第６条の３第５項第２号の規定により同条第２項第八号及び第九号の書類について知事が

定める期間は、１年とする。 

 


